
人材募集を検討している事業主の皆さまへ 

「ジョブ・カード」を 
  採用面接に取り入れませんか 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ジョブ・カードの特徴  

 求職者の仕事に対する意欲がわかります。 

求職者は、ジョブ・カード作成過程できめ細かなキャリゕ・コンサルテゖングを
受け、自分の強み、仕事の目標・希望などを明確にしています。 

 

 自社が求める職業能力を持っているか判断する際の参考になります。 

求職者がジョブ・カードを活用した職業訓練で企業実習を行った場合、訓練を実施
した企業が、社会人としての基礎力（ビジネスマナーなど）、職務に必要な技能・
技術などを『評価シート』で細かく評価しています。 

 登録キャリア・コンサルタント（※）のコメントがあります。 

『キャリア・シート』には、仕事やキャリゕ・ゕップに取り組む姿勢などがわかり
やすく書かれています。（キャリゕ・シートの提出は求職者の任意になります） 

（※）ジョブ・カード交付のための専門講習を受け、厚生労働省等に登録されたキャリゕ・コンサルタント 

「ジョブ・カード」とは、正社員採用やキャリゕ・ゕップを目指す求職者が、キャリゕ・コンサル

テゖングや職業訓練を受けながら作成する就職活動のための書類フゔ゗ルで、『履歴シート』『職務

経歴シート』『キャリアシート』『評価シート』からなっています。履歴はもちろん、これまでの職

務の中で得られた知識・技能、自己ＰＲ、就業に関する目標・希望、職業訓練を受けた場合は修了後

の能力評価…などが具体的に詳しく記載されています。求職者の人物評価をいろいろな面から行うた

めのツールとして、ぜひ、ジョブ・カードを採用面接の応募書類にご活用ください。 

「ジョブ・カード普及サポーター企業」として登録しませんか 
「ジョブ・カード」をより多くの企業に知っていただき、採用面接などへの活用機会を増やしていく

ため、「ジョブ・カード普及サポーター企業」を募集します。ジョブ・カードを採用面接の応募書類

として活用することにご協力いただける企業の皆さま、ぜひ登録をお願いいたします。登録いただい

た企業名などは、希望により厚生労働省のホームページで公表します。 

 登録方法については、お近くのジョブ・カードセンター、サポートセンターにお尋ねください。 

 なお、ジョブ・カード普及サポーター企業の登録は無料です。                 

◆ジョブ・カード普及サポーター企業として、ご協力いただく事項◆ 
 
① ハローワークでの求人申込みの際は、応募書類として、「ジョブ・カード」を指定していただくか、履歴書・ 
  職務経歴書以外に「ジョブ・カードも可能である旨」を記載した上で求人申込をしてください。 
 
② 今後の施策の参考とするため、活用状況やジョブ・カードに対するご意見などについてのゕンケートなどに 
  ご協力をお願いする場合があります。 

 企業名などが厚生労働省のホームページに公表されますので、 
 能力本位で人材を採用する企業であることをＰＲできます。 

  ジョブ・カード普及サポーター企業として登録していただくメリット  

厚 生 労 働 省／ハローワーク／ジョブ・カードセンター／ジョブ・カードサポートセンター   



※ 提出されるシートは、求職者によって異なります。 
ジョブ・カード様式

様式１＊履歴シート＋ 
①職務経歴、学習歴・訓練歴、 
②資格・免許、自己ＰＲ、志望動機 

様式２＊職務経歴シート＋ 
今まで働いた職務の内容と職務の中で学んだこ
と、得られた知識・技能 

様式３＊キャリアシート＋ 
自分の強みや今後の課題の整理と、キャリゕ・
コンサルタントによるキャリゕ・コンサルテゖ
ングの結果の記載 

様式４＊評価シート＋ 
ジョブ・カード制度の職業訓練修了時の訓練実
施企業からの評価 

 

◆詳しくは、お近くのジョブ・カードセンター、ジョブ・ 
   カードサポートセンターにお問い合わせください。  
◆ジョブ・カードセンター、サポートセンターでは、ジョ 
   ブ・カードを活用した職業訓練（企業が訓練生を雇用し 
   て行う実践的な職業訓練）の支援も行っています。  
◆ ジョブ・カードセンター、サポートセンター一覧 

 http://www.jc-center.jp/link/index.html  

お問い合わせ先  
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